
 

健康保険資格情報のわかるもの取り扱いについて 
 

 
 

以下の健康保険資格情報のわかるものを貼付する際は、個人情報保護のため、「記号」「番号」「枝番

（ある場合）」「保険者番号」「QR コード（ある場合）」についてマスキングをしていただくようお願いし

ます。 

 

① 従来の健康保険証の写し（R7.12.1 まで） 

② マイナポータルログイン後の「健康保険証情報」の写し 

③ 保険者より発行される「資格確認書」の写し 

①～③のうち、 

いずれか 1つを 

添付してください。 

例１）健康保険証の添付例 例２）マイナポータルの 

スクリーンショット画面の添付例 


